
4 1 4 0 0 0 0 0 5

1 0 1 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 1 5 0 0 0 0 0 6

（注）一般行政職には、他に区分されない職種も含まれています。

(1)人件費の状況（普通会計決算）

(2)職員給与費の状況（普通会計決算）

１　職員手当には退職手当を含みません。
２　職員数は、平成30年４月１日現在の人数です。

3  職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(1)勤務時間等

（注）勤務によっては始業、終業、週休日などが異なる場合があります。

(2)休暇

離　　　　職

一般行政職

職員手当

　　　　　　　千円　　　　　千円

給　 料

医　療　職

　　　　　千円　　　　　　％

（平成30年度末）　　　　　　Ａ

1　職員の任免及び職員数に関する状況

死亡職 種

　　　　　　Ｂ

区 分

採　用

技能労務職

合　　計

住民基本台帳人口 人 件 費

Ｂ／Ａ

2　職員の給与の状況　

区　分 歳 出 額 実 質 収 支 人 件 費 率 （参考）

29年度の人件費率

一人当たり

30 3,932 3,386,557 62,954 598,073 17.7

期末・勤勉手当 　計　Ｂ

16.1

　年度 人　

区　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

給与費　 B/A

％

　年度 人 千円 千円　　　　　千円 千円 千円

Ａ

30 72 226,298 39,028 92,359 357,685 4,968

（注）

１週間の １日の
始　　業 終　　業 休息時間 週休日

勤務時間 勤務時間

38時間45分 7時間45分 8時30分 17時15分 1時間 土・日曜日

種　　類 休暇の概要、取得の要件等 取 得 可 能 日 数 等

年次有給休暇
１年につき20日（前年の繰越日数の上限20日のため、最
高40日）

連続する５日の範囲内の期間

負傷又は疾病のため医師の診断により
療養する必要がある場合 結核性疾患については１年、その他の負傷又は疾病につ

いては90日を超えない範囲内で必要と認められる期間

公民権の行使 必要と認められる期間
特別の事由により職員が勤務しないこ
とが相当である場合

産前休暇
８週間以内に出産する予定である女性
職員が申し出た場合に出産の日まで

（主な休暇）

有
　
給
　
休
　
暇

公務災害、通勤災害の場合は必要と認められる期間

病気休暇

特別休暇
産後休暇 出産後８週間

公民権の行使、産前休暇、産
後休暇、忌引、結婚休暇、夏
季休暇、その他

忌　引 配偶者・父母の場合７日等

結婚休暇

夏季休暇
７月から９月までの期間内における連
続する３日の範囲内の期間

無　給
休　暇

介護休暇
負傷、疾病又は老齢により、２週間以
上にわたり日常生活を営むのに支障が
あるものの介護をする場合

一の継続する状態ごとに、連続する６月の期間内

その他：裁判員、証人等として出頭する場
合、骨随提供者となる場合、ボランティア活
動に参加する場合、子の看護をする場合、災
害時など

職員の採用及び退職の状況

合計
懲戒

平成30年度末現在

職員数

一般職員 88

退　　　　職

任期満了定年 普通

免　　職

失職分限



4  職員の分限及び懲戒処分の状況

（1)分限処分 （単位：人）

※分限処分とは、職員がその職責を十分果たすことができない
　場合に、公務能率を維持するため、職員の意に反して行なわ
　れる処分のことをいいます。

（2)懲戒処分 （単位：人）

※懲戒処分とは、職員の義務違反に対して任命権者が課する
　制裁であり、職員の道義的責任を明らかにすることにより
　地方公共団体の規律と秩序を維持するための処分です。

5  職員の服務の状況

6  職員の研修及び勤務成績の評定の状況
（1)職員研修の実施状況

5 人

1 人

1 人

52 人

56 人

2 人

1 人

1 人

1 人

3 人

31 人

1 人

1 人

1 人

24 人

（2)勤務成績の評定の状況

7  職員の福祉及び利益の保護の状況
（1)福利厚生制度に係る負担状況（普通会計決算）

（2)健康診断等の状況

（3)職場の安全衛生の状況

（4)公務災害の状況

8  公平委員会に係る業務の状況

（1)勤務条件に関する措置の要求の状況 該当なし

（2)不利益処分に関する不服申立ての状況 該当なし

（3)苦情の処理の状況 該当なし

免職

0

休職

1 0

86,750

664

負担金額

法制執務研修

人事評価評価者研修・適正化研修

社会福祉施設長資格認定講座

部長級・次長級セミナー

新規採用職員研修会

0 0

降給 降任 免職

戒告 停職

0

研　　　　修　　　　名 参加者

健康相談

職員健康診断

人事評価目標設定研修

南予地区人権・同和教育研究大会

県人権対策協議会地域啓発講座

財政運営実務講座

四国地区人権教育研究大会

愛媛県市町村職員共済組合

1

市町職員人権研修

0

区　　　分 概　　　　　　　　　要

10月30日、コミュニティセンターにおいて、職員定期健康診断を行いました。

区　　　分

愛媛県市町村職員互助会

千円

千円

こころの健康づくり講座

　地方公務員法では、服務の根本基準として、「全ての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、
且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定しています。

0

　松野町では、服務の宣誓に関する条例をはじめとして、服務に関する各種の規定により、住民の疑惑や不信を
招くことのないよう、機会あるごとに注意を喚起し、服務規律保持を図っています。

5

減給

自治体職員のためのデータ分析基本研修

市町職員課長級研修会

区　　　　　分 認定件数

　人事評価制度を導入し、能力・実績に基づく人事管理を行なうことにより、公務能率の向上を図った。

産業医職場巡視

全国人権・同和教育研究大会

上記職員健康診断後に、産業医、保健師による健康相談を実施し、職員の健康確保に努めました。

月に１回、産業医と人事担当者が職場巡視を行い、業務環境を通じて健康障害の防止等に努めました。

災　害　の　概　要

作業中に物が落下し、右足甲を負傷した。

　労働安全衛生法等に基づき、衛生委員会の設置、産業医及び衛生管理者等の配置を行い、快適な職場環境の
実現と職場における職員の安全と健康の確保のため安全衛生管理体制を整備しています。

公　　務　　中

通　勤　災　害


